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● 

建
設
経
済
常
任
委
員
会

建
設
経
済
常
任
委
員
会  

●●

議
案
第
121
号　

平
成
19
年
度
南
相

馬
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

○
開
発
費
に
つ
い
て

質　

問　

Ｉ
Ｈ
Ｉ
関
連
会
社
と
コ

ン
タ
ク
ト
を
も
っ
た
経
緯
に
つ
い

て
伺
う
。

答　

弁　

Ｉ
Ｈ
Ｉ
関
連
企
業
に
面

識
の
あ
る
市
内
の
人
を
通
じ
て
紹

介
を
い
た
だ
い
た
。
協
力
員
と
し

て
承
諾
し
、
同
行
訪
問
を
い
た
だ

い
た
。

質　

問　

部
長
が
民
間
人
の
自
動

車
に
同
乗
し
て
出
張
し
、
受
領
し

た
旅
費
を
、
指
摘
さ
れ
て
か
ら
返

還
し
た
経
緯
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

公
務
が
重
な
り
、
企
業

訪
問
と
い
う
用
務
を
果
た
す
た
め

に
や
む
な
く
同
乗
と
い
う
判
断
を

し
た
。
旅
費
は
、
返
還
命
令
が
出

て
返
し
た
。

質　

問　

返
還
命
令
が
で
な
け
れ

ば
返
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
部
下
職
員
・
全
庁
職
員

に
示
し
が
つ
く
の
か
伺
う
。

答　

弁　

そ
れ
は
各
部
下
が
判
断

す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
と
し
て
は

そ
う
し
た
指
導
を
受
け
て
、
所
定

の
手
続
を
経
て
返
還
手
続
を
と
っ

た
も
の
で
あ
る
。

○
工
業
基
盤
整
備
事
業
費
に
つ
い
て

質　

問　

民
間
人
を
介
し
て
企
業

誘
致
す
る
際
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
た
場
合
、
誘
致
と
い
う
目
的
が

阻
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
伺
う
。

答　

弁　

ミ
ワ
商
事
と
は
今
回
、

契
約
が
解
消
さ
れ
た
。
も
う
少
し

内
容
を
精
査
し
、
活
動
内
容
も
、

き
ち
ん
と
確
認
し
て
や
っ
て
い
き

た
い
。
今
後
と
も
、
企
業
誘
致
は

積
極
的
に
推
進
を
し
て
い
き
た

い
。

○
都
市
計
画
総
務
費
に
つ
い
て

質　

問　

原
町
共
栄
ク
リ
ー
ン
の

問
題
に
つ
い
て
、
開
発
行
為
の
変

更
の
協
議
は
入
っ
て
い
な
い
の

か
、
協
議
は
受
け
付
け
て
い
な
い

の
か
伺
う
。

答　

弁　

変
更
す
る
場
合
は
、
正

式
な
協
議
は
で
て
来
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
以
前
に
、
た
め
池
の
管

理
者
・
関
係
水
利
組
合
・
地
元
な

ど
関
係
者
と
の
協
議
を
経
て
、
正

式
に
、
市
に
下
協
議
す
る
の
が
手

順
で
あ
る
。
今
回
は
、
正
式
な
形

で
は
な
く
、
相
談
・
問
い
合
わ
せ

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

質　

問　

金
場
地
区
は
10
月
５
日

に
許
可
が
で
て
建
築
確
認
も
出

た
。
一
般
的
に
、
官
地
の
払
い
下

げ
は
、
開
発
行
為
の
許
可
が
出
て

工
事
に
入
る
前
に
完
了
す
べ
き
で

は
な
い
か
伺
う
。

答　

弁　

今
の
開
発
行
為
の
段

階
で
は
、
開
発
区
域
の
中
で
同

意
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
工
事

に
入
っ
て
い
る
。
借
地
と
か
、
売

買
す
る
と
か
は
あ
と
で
発
生
す

る
と
思
っ
て
い
る
。
開
発
完
了
公

告
以
前
に
、
そ
の
辺
を
き
ち
っ
と

す
る
。
現
在
の
開
発
区
域
面
積

は
一
四
三
、三
九
〇
㎡
。
そ
の
う

ち
、
公
共
施
設
と
か
法
定
外
の
用

排
水
・
道
路
は
現
在
の
と
こ
ろ
、

一
〇
、七
三
〇
㎡
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

　

採
決
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決議
案
第
123
号　

平
成
19
年
度
南
相

馬
市
工
場
用
地
等
整
備
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
124
号　

土
地
の
取
得
に
つ

い
て

質　

問　

土
地
評
価
信
田
沢
地
区

を
選
定
し
た
理
由
に
つ
い
て
。
市

か
ら
日
立
工
機
に
持
ち
か
け
た
の

か
、
日
立
工
機
か
ら
な
の
か
伺
う
。

答　

弁　

市
か
ら
も
ち
か
け
た
。

相
手
方
の
意
思
確
認
を
し
て
交

渉
し
、
十
分
協
議
し
、
予
算
要
求

に
向
け
て
精
査
も
行
っ
た
こ
と
は

あ
る
。
場
所
に
つ
い
て
は
、
市
内

の
工
場
用
地
と
し
て
利
用
可
能
な

未
利
用
地
を
何
カ
所
か
あ
げ
た
中

で
、
あ
の
地
が
一
番
適
し
て
い
る

と
の
判
断
を
し
た
。

質　

問　

こ
の
土
地
は
、
明
治
商

工
の
際
、
市
か
ら
申
し
入
れ
を
し

た
が
、
日
立
工
機
の
方
か
ら
土
壌

汚
染
が
あ
る
か
ら
売
れ
ま
せ
ん

と
示
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
。
一

般
質
問
で
、
市
長
が
土
壌
汚
染
処

理
に
一
億
円
は
か
か
る
と
答
弁
し

た
。
土
壌
汚
染
を
ど
の
よ
う
に
処

理
し
て
、
い
く
ら
か
か
っ
た
の
か

確
認
し
た
の
か
。
そ
の
結
果
、
た

め
池
状
態
に
し
て
あ
る
の
か
伺

う
。

答　

弁　

土
壌
汚
染
関
係
に
つ
い

て
は
、
当
該
企
業
が
調
査
を
行
っ

た
上
で
、
土
壌
の
処
分
を
行
っ
た

と
い
う
結
果
に
つ
い
て
報
告
を
も

ら
っ
て
い
る
。
詳
細
の
金
額
等
に

つ
い
て
は
、
承
知
す
る
必
要
が
な

い
と
い
う
視
点
か
ら
確
認
し
て
い

な
い
。
処
理
に
つ
い
て
は
、
直
接

的
に
相
双
地
方
振
興
局
と
や
り
と

り
を
し
た
経
過
は
な
い
。

質　

問　

売
買
契
約
を
す
る
協
定

は
結
ん
で
い
な
い
の
か
。
売
却
す

る
こ
と
を
契
約
の
中
に
盛
り
込
む

の
か
伺
う
。

答　

弁　

売
買
契
約
は
ま
だ
結
ん

で
い
な
い
。
相
手
と
確
認
し
、
契

約
条
項
に
盛
り
込
む
こ
と
を
確
認

し
た
い
。

質　

問　

五
年
後
に
は
買
う
と
い

う
契
約
条
項
が
入
っ
た
の
で
は
相

手
が
契
約
で
き
な
い
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
誘
致
し
な
い
。
来
て
も
ら

わ
な
く
て
い
い
と
い
う
姿
勢
な
の

か
。
五
年
後
の
売
買
条
項
だ
け
は

抜
い
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
と
き
に

は
、
契
約
を
し
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
か
伺
う
。

答　

弁　

契
約
の
条
項
に
入
れ
る

と
い
う
こ
と
で
確
約
し
た
い
。

　

採
決
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決

▲工業用地取得予定地（信田沢地区） ▲原町区駅前通り
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● 

文
教
福
祉
常
任
委
員
会

文
教
福
祉
常
任
委
員
会  

●●

議
案
第
115
号　

南
相
馬
市
国
民
健

康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

質　

問　

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

特
別
徴
収
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

特
別
徴
収
の
対
象
人
数

は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
世
帯
数

は
約
二
，
五
〇
〇
世
帯
で
あ
る
。

質　

問　

改
正
に
よ
る
市
民
生
活

の
影
響
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

特
別
徴
収
対
象
と
な
る

前
期
高
齢
者
の
方
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
国
保
に
加
入
し
て
国

保
税
が
か
か
っ
て
い
た
方
な
の
で

新
た
な
負
担
は
な
い
。

　

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決
。

議
案
第
116
号　

南
相
馬
市
保
育
園

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

質　

問　

15
名
の
枠
が
増
え
た
こ

と
に
よ
る
、
南
相
馬
市
全
体
と
し

て
の
待
機
者
は
何
名
に
な
る
か
伺

う
。

答　

弁　

昨
年
12
月
６
日
付
で
、

市
内
の
認
可
保
育
園
を
含
め
た
９

保
育
園
に
入
園
希
望
者
は
58
名
。

内
訳
で
は
、
０
歳
児
20
名
、
１
歳

児
11
名
、
２
歳
児
14
名
、
３
歳
児

６
名
と
な
っ
て
い
る
。

質　

問　

少
子
化
対
策
か
ら
入
園

希
望
者
が
増
加
す
る
と
思
う
が
、

増
設
の
考
え
は
な
い
か
伺
う
。

答　

弁　

本
市
で
は
、
二
人
目
の

入
所
者
以
降
は
無
料
。
県
の
多
子

世
帯
へ
の
支
援
事
業
も
あ
り
、
保

育
園
を
利
用
さ
れ
る
方
が
多
い
。

ま
た
、
共
働
き
家
庭
の
増
加
に
伴

い
、
現
在
の
施
設
規
模
で
は
対
応

し
き
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。
老
朽

化
し
た
施
設
の
整
備
も
念
頭
に
、

幼
稚
園
で
も
預
か
り
保
育
を
実
施

し
て
お
り
、
幼
稚
園
と
一
体
的
に

受
け
皿
を
ど
う
す
る
か
の
計
画
を

持
ち
な
が
ら
、
受
け
入
れ
体
制
を

整
え
る
。

　

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決
。

議
案
第
122
号　

平
成
19
年
度
南
相

馬
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
に
つ
い
て

質　

問　

一
疾
病
当
た
り
の
治
療

費
が
高
額
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
疾

病
の
状
況
に
よ
る
基
金
の
あ
り
方

に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

確
か
に
医
療
費
が
高
く

な
り
つ
つ
あ
り
、
思
い
が
け
な
い

医
療
費
が
拠
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
国
で
は
給
付
費
の
25
％
を
目

途
と
し
て
い
る
が
、
25
％
と
な
る

と
容
易
で
は
な
い
の
で
、
本
市
で

は
約
５
％
程
度
は
必
要
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
。
現
在
本
市
で
の
基

金
が
一
〇
八
，〇
〇
〇
，〇
〇
〇
円

で
２
％
を
下
回
る
数
字
で
あ
る
。

今
後
、
５
％
程
度
を
保
つ
た
め
の

手
法
を
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
に
諮
問
し
て
定
め
て
い
く
。

　

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決
。

議
案
第
125
号　

財
産
取
得
に
つ
い

て質　

問　

以
前
に
購
入
し
た
書
籍

が
、
大
玉
村
の
運
送
会
社
の
倉
庫
に

眠
っ
て
い
る
。
ま
た
、
図
書
館
建
設

も
進
ま
な
い
状
況
で
、
大
量
の
書
籍

を
購
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

平
成
18
年
３
月
に
、
補

助
事
業
と
し
て
一
一
〇
，
〇
〇
〇
，

〇
〇
〇
円
の
予
算
を
認
め
て
あ
る
。

そ
の
内
三
〇
，〇
〇
〇
，〇
〇
〇
円
分

を
18
年
度
の
予
算
で
購
入
し
、
そ
れ

を
大
玉
村
の
運
送
会
社
の
倉
庫
に
保

管
し
て
あ
る
。
今
回
の
財
産
取
得
に

つ
い
て
は
明
許
繰
越
し
で
購
入
し
た
。

質　

問　

長
い
期
間
、
書
籍
を
眠

ら
せ
て
お
く
状
況
は
、
市
民
か
ら

理
解
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

答　

弁　

こ
れ
ま
で
も
議
会
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
日
も
早

く
市
民
の
要
望
に
応
え
て
い
く
。

　

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決
。

議
案
第
126
号　

南
相
馬
市
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て

質　

問　

管
理
委
託
に
つ
い
て
伺

う
。

答　

弁　

予
算
の
上
で
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
費
が
あ
っ
て
、
そ
の
中

に
人
件
費
・
物
件
費
・
修
繕
費
な

ど
、
今
ま
で
市
が
管
理
運
営
を
し

て
来
た
も
の
と
同
じ
内
容
で
指
定

管
理
者
に
移
行
す
る
。

質　

問　

指
定
管
理
者
制
度
導
入

後
、
市
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の

か
伺
う
。

答　

弁　

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

は
、
あ
く
ま
で
建
物
は
市
の
も
の
で

あ
り
、基
本
的
に
責
任
も
市
に
あ
る
。

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
目
的
に
従
っ

て
、
中
身
を
充
実
し
管
理
内
容
を
常

に
点
検
し
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
つ
な

が
る
形
で
市
が
関
与
し
て
い
く
。

質　

問　
指
定
管
理
者
制
度
導
入
の

目
的
及
び
妥
当
性
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

い
ま
ま
で
の
市
の
業
務

管
理
を
全
て
指
定
管
理
者
制
度
に

移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
員

の
動
向
は
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
指

定
管
理
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
充
分
生

か
し
、
小
高
区
・
原
町
区
の
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
利
用
者
の
健
康
、

あ
る
い
は
趣
味
教
室
な
ど
を
継
続

し
、
介
護
予
防
等
、
事
業
者
の
提

案
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
以
上
の
運

営
を
図
り
老
人
福
祉
の
向
上
に
寄

与
す
る
。

　

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決
。

議
案
第
121
号　

南
相
馬
市
一
般
会

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

質　

問　

消
防
施
設
整
備
事
業
に

係
る
地
元
負
担
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

弁　

地
元
負
担
は
な
い
。

質　

問　

旧
鹿
島
町
で
は
、
消
防

屯
所
建
設
の
場
合
、
地
元
負
担
が

あ
っ
た
が
、
旧
原
町
市
で
は
負
担

は
な
か
っ
た
の
か
伺
う
。

答　

弁　

合
併
に
合
わ
せ
、
地
元

負
担
は
な
い
。

　

審
査
の
結
果
、
原
案
の
通
り
可

決
。

請
願
13
号　

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
中
止
、
撤
回
を
求
め
る
意
見

書
提
出
に
つ
い
て
は
不
採
択
。

請
願
14
号　

義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
の
堅
持
と
教
育
予
算
の
充

実
を
求
め
る
意
見
書
は
採
択
。

陳
情
第
１
号　
「
は
ら
が
ま
フ
ー

ズ
」
の
公
害
対
策
は
採
決
。

陳
情
第
３
号　

栄
町
柔
剣
道
場
の

駐
車
場
整
備
に
つ
い
て
は
採
択
。▲南相馬市立原町図書館




